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墨田区条例第７号 



   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年墨田区条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条第４項中「とき又は」を「とき、又は」に、「第２３条第１項」を「第１９

条第５項及び第２３条第１項」に改める。 

 第１４条第２項第１号中「６箇月」を「６か月」に改める。 

 第１９条第３項中「除く」の次に「。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超え

てした勤務の時間」という」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 正規の勤務時間を超えてした勤務（週休日における勤務のうち人事委員会の承認

を得て教育委員会規則で定めるものを除く。以下この項において同じ。）の時間と

割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が１か月について

６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前各

項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第２１条に規定する勤務１時間当たり

の給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得

た額を超過勤務手当として支給する。 

⑴ 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 １００分の１５０（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５） 

⑵ 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 １００分の５０ 

 第２１条中「勤務１時間当たり」を「第１８条第１項、第１９条第１項、第３項及

び第５項並びに前条に規定する勤務１時間当たり」に改める。 

 第３１条第２項中「７，９００円」を「５，９００円」に改める。 

 第３４条中「うえ」を「上」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 


